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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　片手の二本の指の間に挟持されて操作されると共に、当該挟持操作による二本の指の相
対変位に従って相対的に摺動可能な二枚の板状入力部材と、
　前記片手の他の指を用いて把持される把持部と、
　前記二枚の板状入力部材と前記把持部との間を連結し、前記二枚の板状入力部材を前記
把持部の側部にて支持させる連結部と、
　前記二枚の板状入力部材の相対位置又は相対変位を検出し、当該検出した相対位置又は
相対変位に基づいて入力情報を形成する情報形成手段と、
　前記二本の指の一方又は両方で触れることが可能な前記把持部の一端に設けられ、当該
指により切替え操作が成されると前記情報形成手段の形成する前記入力情報の形態を切り
替える切替操作手段と、を有し、
　前記板状入力部材の挟持操作と前記切替操作手段の切替え操作と前記把持部の把持とを
片手で行うことを可能にし、
　前記切替え操作による入力情報の形態の切り替えと前記挟持操作による入力情報の生成
とにより、多数の情報を扱うことを可能にすること、
　を特徴とする情報入力装置。
【請求項２】
　前記二枚の板状入力部材は、対面する摺接面と、その背面側に前記二本の指の指先又は
指の一部を当接させる当接面とを備え、
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　前記板状入力部材の一方の当接面に、前記二本の指の一方である親指の腹部を当接して
前記挟持操作を行うことが可能であること、
　を特徴とする請求項１に記載の情報入力装置。
【請求項３】
　前記入力情報の形態は、前記二枚の板状入力部材の特定方向への相対変位に対応してい
ること、
　を特徴とする請求項１又は２に記載の情報入力装置。
【請求項４】
　前記特定方向は、前記二本の指が相対的に直交するＸ方向とＹ方向へ変位される際の当
該二方向、または、前記二本の指が相対的に回転される際の回転方向であること、
　を特徴とする請求項３に記載の情報入力装置。
【請求項５】
　前記入力情報の形態は、制御対象機器が有する切替えメニューに対応していること、
　を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【請求項６】
　前記入力情報は、前記切替えメニューに含まれた各制御項目に対応していること、
　を特徴とする請求項５に記載の情報入力装置。
【請求項７】
　前記情報形成部は、前記二枚の板状入力部材に設けられた圧力検出手段を有し、
　当該圧力検出手段が前記挟持操作により前記二枚の板状入力部材に加えられた押圧力を
検知することで、前記二枚の板状入力部材の相対位置又は相対変位を検出すること、
　を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【請求項８】
　前記情報形成部は、前記圧力検出手段により検出された押圧力の程度に応じた入力情報
を形成すること、
　を特徴とする請求項７に記載された情報入力装置。
【請求項９】
　前記情報形成部は、前記二枚の板状入力部材の傾きを検出する傾き検出手段を有し、
　当該傾き検出手段の検出出力に応じて入力情報を形成すること、
　を特徴とする請求項１～８のいずれかに記載された情報入力装置。
【請求項１０】
　前記二本の指で回転操作され、前記二枚の板状入力部材の外周を回動する回動リングと
、
　当該回動リングの前記二枚の板状入力部材に対する相対回転を検出する検出手段とを有
し、
　前記情報形成部は、当該検出手段により検出された回転角度に応じて入力情報を形成す
ること、
　を特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の情報入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報入力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のＡＶ機器、家電機器、産業機器、コンピュータ（ＰＣ）などの発達は著しく、こ
れらの情報入力装置を操作するためには装置毎に情報入力手段（例えばリモコン、マウス
等）を使いわけ、それぞれの取り扱いにあった正しい操作をする必要があり、操作者にと
っては極めて複雑であり使い難いものになっている。例えば、家庭内ではテレビ、ＰＣ、
ビデオデッキ、ＤＶＤプレーヤ、ラジオ、カセットＣＤプレーヤ、エアコンなど一部屋に
多数の器機があり、これらを情報入力するためリモコン等も少なくとも同じ数だけ存在し
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、また、テレビを一例に挙げてみるだけでわかるように、電源のＯＮ／ＯＦＦ、多チャン
ネル切り替え（地上波放送に加え、ＢＳやＣＳなどの衛星方法や、ケーブルテレビなどへ
の切り替え等）や音量調節、画面調整など多数の操作が存在し、更に使い難いものになっ
ていると言える。
【０００３】
　また、ＧＵＩ（Graphical User Interface）を活用した情報入力装置もあるが、必ずし
も使い易いものではなく、また、表示装置の解像度に見合う操作分解能を備えた適切な情
報入力装置（ポインティングデバイス等）が実用化されていないのが現状である。
【０００４】
　例えば、ＰＣ（Personal Computer）等のポインティングデバイスの代表であるマウス
は、操作するためのテーブルなど一定の広さの平面が必要であり、手に持った状態で自由
に操作することができない。また、マウスは手首と肘を使った操作になるため微妙な操作
は難しく、操作分解能の高い情報入力装置とは言い難い。また携帯型ＰＣではタッチパネ
ル型の情報入力装置が採用されているが、パネル自体はＰＣに対して固定されているので
操作の自由度に欠け、また、指という大きなものの位置検出を行うものであるため、操作
分解能は非常に悪く、更には指先の摩擦感が不快でもある。
【０００５】
　これに対して、操作の自由度が高く、装置本体を手で握った状態で指先を使って操作で
きる情報入力装置が各種提案されている。
【０００６】
　例えば、下記特許文献１に記載の従来技術を図１によって説明すると、これは、本体Ｊ
１に、ＰＣ操作データを送信する送信部Ｊ２を設け、本体１を握りながら、指で入力操作
ができる位置にスティックＪ３を設けると共に、クリックボタンＪ４，Ｊ５を取り付けて
いるワイヤレスの入力装置である。
【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第３０８０１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一般に、人間のもつ最も高い操作分解能は指先の操作によってもたらされると言われて
いる。しかしながら、前述した従来技術では、装置本体を手で握った状態で固定し、それ
に対して一本の指で操作を行うものであるから、指先の持っている繊細な分解能を充分に
引き出す構成になっていない。
【０００９】
　つまり、前述の従来技術は、親指の腹にスティックＪ３の先端を当てて、親指の第一関
節と第二関節を屈折したり伸ばしたりしながら入力操作を行うものであるが、このように
一つの指だけを単独で動かして操作を行うことは案外操作し難く、またかなり手先の器用
な人でもこのような指一本の操作で高い操作分解能を得ることはできない。
【００１０】
　したがって、従来技術では、可搬性を持たせることで操作自由度は向上しているが、例
えば、ＧＵＩのポインティングデバイスに採用することを考えると、高精細又は広い表示
画面に対応した高い操作分解能を得ることができないので、微細な位置入力を行うことが
できないという問題が生じる。また、一つの入力部（スティック等）に対する操作で多種
類の情報入力を行おうとしても、それに対応した操作分解能が得られないので、入力でき
る情報の種類を少なくせざるを得ないという問題がある。
【００１１】
　また、従来技術では、一つの入力部を任意の方向に操作して、ＧＵＩにおける画面上の
位置入力を行っているが、このような従来の情報入力装置で分解能の高い入力を行おうと
すると、特定の方向のみに位置入力しようとしても入力部をその方向のみに正確に操作す
ることができないので、入力位置のずれが生じ易くなる。操作分解能を高めるために情報
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入力装置の検出感度を高くするほど、このような問題が生じやすくなる。
【００１２】
　また、一つの情報入力装置で入力情報における機能の種類や複数の対象機器に対する情
報入力を行う場合には、モード切替スイッチ等を設ける場合が多いが、入力部に加えてモ
ード切替スイッチ等の入力部を別途設けた場合には、操作が煩雑になり、また、操作性を
重視すると誤入力が生じ易くなるという問題があった。
【００１３】
　本発明は、このような問題に対処するために提案されたものであって、可搬性を持たせ
ることで操作自由度を向上させると共に、高い操作分解能を有する情報入力装置を提供す
ること、例えば、ＧＵＩの入力装置として用いる場合にも、高精細又は広い表示画面に対
応して微細な位置入力が可能な情報入力装置を提供できること、或いは、多種類の情報入
力を単純な入力部の操作で入力可能にすること、高い分解能を確保しながら位置入力の方
向性を精度良く行うことができること、入力情報における機能の種類や複数の対象機器に
対する情報入力を行うための切替操作を、良好な操作性で且つ誤入力無く操作可能にする
こと等が本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような目的を達成するために、本発明による情報入力装置は、以下の独立請求項に
係る構成を少なくとも具備するものである。
【００１５】
　請求項１に記載の情報入力装置は、片手の二本の指の間に挟持されて操作されると共に
、当該挟持操作による二本の指の相対変位に従って相対的に摺動可能な二枚の板状入力部
材と、前記片手の他の指を用いて把持される把持部と、前記二枚の板状入力部材と前記把
持部との間を連結し、前記二枚の板状入力部材を前記把持部の側部にて支持させる連結部
と、前記二枚の板状入力部材の相対位置又は相対変位を検出し、当該検出した相対位置又
は相対変位に基づいて入力情報を形成する情報形成手段と、前記二本の指の一方又は両方
で触れることが可能な前記把持部の一端に設けられ、当該指により切替え操作が成される
と前記情報形成手段の形成する前記入力情報の形態を切り替える切替操作手段と、を有し
、前記板状入力部材の挟持操作と前記切替操作手段の切替え操作と前記把持部の把持とを
片手で行うことを可能にし、前記切替え操作による入力情報の形態の切り替えと前記挟持
操作による入力情報の生成とにより、多数の情報を扱うことを可能にすること、を特徴と
する。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図２は、本発明の一実施形態に係
る情報入力装置を示す説明図である（同図（ａ）は全体構成図、同図（ｂ）は操作状態を
示す説明図、同図（ｃ）は板状入力部材の断面図）。
【００１７】
　本発明の実施形態に係る情報入力装置は、人間の行う動作の中で指先の動作が最も分解
能の高い動作であり、また、特に指先又は指の一部で物を挟持する際には、指先又は指の
一部に神経が集中しやすく、人間の意志どおりに物を動かし易いという事実を利用したも
のであって、片手の二本の指先又は指の一部（例えば、親指の指先と人差し指の第２関節
以上の先端部分）で物を挟んで摺り合わせる動作を情報入力装置の入力操作に活用したも
のである。
【００１８】
　図２（ａ），（ｂ）に示すように、本発明の実施形態に係る情報入力装置１は、片手の
二本の指先又は指の一部で挟持して相対的に摺動可能な二枚の板状入力部材１１，１２、
片手の他の指を用いて把持される把持部３０、二枚の板状入力部材１１，１２を把持部３
０に連結する連結部２１，２２を備えると共に、板状入力部材１１，１２の相対位置又は
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相対移動に応じて入力情報を形成する情報形成部（図示省略）を備えている。
【００１９】
　また、把持部３０における前記の二本の指の一方又は両方で操作可能な位置に、入力情
報の形態を切り替える切替操作手段（モード切替スイッチ３１）を設けている。このモー
ド切替スイッチ３１は、把持部３０の長手方向に沿った軸を中心に矢印ａに示すように回
動操作されることでモード切替動作が成されるものであってもよいし、或いは矢印ｂに示
すように押圧操作されることでモード切替動作が成されるものであってもよい。或いは、
これらの操作が組み合わされたものであってもよい。また、補助的に、把持部３０の下端
部に把持部３０を把持する手とは異なる方の手で操作可能なモード切替スイッチ３２を設
けるものであってもよい。
【００２０】
　このような基本構成を備えた情報入力装置１によると、先ず、装置自体は把持部３０に
よって片手に把持されるので、操作の自由度が高まり操作性が向上する利点が得られる。
また、二本の指の指先又は指の一部で板状入力部材１１，１２を挟んで擦り合わせるよう
に操作することで、二枚の板状入力部材１１，１２は図２（ａ）の矢印方向を含むあらゆ
る方向に相対的に摺動可能になる（例えば、一方の板状入力部材１１が他方の板状入力部
材１２に対して１１１，１１２のように相対的に摺動可能である）が、二本の指で挟んだ
状態でこのような操作をすることによって、人間の行う操作の中で最も操作分解能の高い
指先の擦り合わせ動作を利用し、しかも指先に神経が集中し易く感受性の高い状態で入力
操作を行うことが可能になる。
【００２１】
　そして、このような入力操作による板状入力部材の相対位置又は相対移動に応じて入力
情報を形成する情報形成部を備えることで、例えば、ＧＵＩの入力装置として用いる場合
にも、高精細又は広い表示画面に対応して微細な位置入力が可能になり、また、操作分解
可能な入力操作に対応して異なる種類の情報入力を行うようにすれば、指と指とを擦り合
わせるという単純な入力操作で多種類の情報を入力することが可能になる。
【００２２】
　更には、把持部３０における二本の指の一方又は両方で操作可能な位置に、入力情報の
形態を切り替える切替操作手段（モード切替スイッチ３１）を設けたので、入力情報の形
態を切り替える際には、二本の指を板状入力部材１１から離してモード切替スイッチ３１
を操作することによって、把持部３０を他の指で把持したままの状態で入力情報形態の切
替操作を行うことができ、簡単な操作で確実な切替操作を行うことが可能になる。
【００２３】
　また、二枚の板状入力部材１１，１２は、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、対面する
摺接面１１ａ，１２ａとその背面側に前述の指先又は指の一部が当接する当接面１１ｂ，
１２ｂを備え、一方の当接面１１ｂが親指の腹部に当接可能なように構成されている。更
には、当接面１１ｂ，１２ｂには、必要に応じて、指先又は指の一部との滑りを止める摩
擦面が形成されている。また、連結部２１，２２は、把持部３０の端部から側方に延びる
ように設けられ、モード切替スイッチ３１は、把持部３０の端部に突出するように設けら
れている。
【００２４】
　このような構成によると、親指の腹部と他の指の一部との擦り合わせ動作（図２（ｂ）
の矢印のように、親指を他の指に対して相対的に移動させる動作）という高い感受性の得
られる動作を二枚の板状入力部材１１，１２を介在させて行うことができ、特に、当接面
１１ｂ，１２ｂに滑り止めの摩擦面を設けることで、実際に指と指とを擦り合わせる時と
同様の感覚で入力操作を行うことが可能になる。また、板状入力部材１１，１２の摺接面
１１ａ，１２ａ間にグリス等の高粘度の液体を注入すると、摺動が滑らかになるとともに
、ある程度の抵抗感が得られるので、より感性の高い操作を行うことが可能になる。更に
、モード切替スイッチ３１が把持部３０の端部に突出しているので、親指又は親指と他の
指を用いて、他の指で把持部３０を把持した状態でモード切替スイッチ３１を操作するこ
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とが可能になる。また、モード切替スイッチ３１を操作する際には板状入力部材１１，１
２から指を離して意図的な操作を行わざるを得ないので、入力情報形態の切り替え時の誤
操作を防止することが可能になる。
【００２５】
　本発明の実施形態に係る情報入力装置１における切替操作手段について更に詳細に説明
する。一つの特徴としては、切替操作手段に係るモード切替スイッチによって切り替えら
れる情報形態（モード）は、板状入力部材１１，１２の相対移動のうち特定方向の相対移
動によって形成される入力情報の各方向に応じた情報形態である。
【００２６】
　すなわち、図３（ａ）に示すように、モード切替スイッチ３１の回動操作（又は押圧操
作）によって、モードＡ，モードＢ，モードＣ，モードＤ，…，モードＮが切り替えられ
（切り替えられるモード数は任意に設定可能である）、選択されたモードがモード出力さ
れるが、これらの各モードは、板状入力部材１１，１２の相対移動の特定方向のみを検出
して情報を形成するものである。例えば、同図（ｂ）～（ｅ）に示すように、モードＡは
板状入力部材１１，１２の把持部３０に近接離間する一方向への摺動のみを検出して情報
を形成するモード、モードＢはそれとは直交する方向への摺動のみを検出して情報を形成
するモード、モードＣはこの二方向への摺動のみを検出して情報を形成するモード、モー
ドＤは板状入力部材１１，１２の相対的な回転を検出して情報を形成するモードといった
ように各モードを設定することできる。
【００２７】
　これによると、高分解能の入力操作に対して入力方向を特定して情報入力を行うことが
できるので、方向が決まっている入力を容易に操作することが可能である。例えば、ＧＵ
Ｉの座標入力で、Ｘ軸又はＹ軸（画面の横軸又は縦軸）に平行な直線を描画するような入
力を行う場合等に有効であり、高分解能の入力を可能にした場合に分解能に応じた微調整
を一方向のみに特定することで、入力の微調整を簡略化することが可能になる。
【００２８】
　切替操作手段の他の特徴としては、切替操作手段によって切り替えられる形態（モード
）を、入力情報の機能の種類に応じた情報形態にすること、或いは、切替操作手段によっ
て切り替えられる形態（モード）を、入力情報が入力される対象機器の種類に応じた情報
形態にすることもできる。
【００２９】
　この一例を図４及び図５によって説明する。図４に示すように、各モードを操作対象機
器の種類に対応させることができ（例えば、モードＡ：ＴＶ、モードＢ：ビデオデッキ、
モードＣ：ＤＶＤレコーダ、モードＤ：ＣＤプレーヤ等）、モード切替スイッチ３１の回
動操作によって選択されたモード出力を得ることができる。
【００３０】
　例えば、モードＡが選択されてテレビに対応したモード出力が成された場合には、テレ
ビの電源がＯＮされて画面上にテレビ番組等が出力される。また、画面上に操作メニュー
画面を表示させて、モード切替をすることもできる。モード切替スイッチ３１をテレビ対
応のモードＡに設定し、チャンネル切り替えをする場合について説明すると、図４に示す
ようにテレビ対応のモードＡから所定の信号が送られてモード出力がなされ、その結果、
画面には図５（ａ）に示すような操作メニュー画面が画面上に表示される。この操作メニ
ュー画面には、例えば「１．電源」、「２．音量調整」、「３．画面調整」、「４．チャ
ンネル選択」、「５．初期設定」、が表示され、その中の一項目が選択されることになる
。同図（ａ）では「４．チャンネル選択」が選択されている場合を示す。このときの板状
入力部材１１，１２の摺動動作は、例えば、図３（ｃ）に示すような摺動方向での摺動動
作で画面に対し上下方向に入力位置を移動させ、メニュー項目を選択する際には、前述の
上下方向の移動で入力位置をその項目に合わせてそれと直交する方向（図３（ｂ）参照）
に板状入力部材１１，１２を摺動させる。
【００３１】
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　そして、操作メニュー画面の項目において、「４．チャンネル選択」が選択されると、
次の操作メニュー画面（図５（ｂ））が表示され、この表示でも同様に、入力位置を上下
に移動させて各チャンネル又は種別（ＢＳ、ＣＳ、ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）等）を上
下にサーチし、所望の項目を選択する際にそれと直交する方向に板状入力部材１１，１２
を摺動させる。図５（ｂ）ではＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）を選択し、次の操作メニュー
画面で所望のチャンネル（同図（ｃ）ではＢチャンネル（Ｂｃｈ））を選択した状態を示
している。
【００３２】
　これによると、一つの情報入力装置１で複数の対象機器の操作を行うことができるので
、対象機器毎に情報入力装置１を備える場合と比較すると、多数の情報入力装置を管理す
る手間を省くことができる。また、情報入力装置１に関しては、モード切替によって多数
の機器或いは多数の機能に対して情報入力を行うことができるので、汎用性の高い情報入
力装置を得る。
【００３３】
　次に、本発明の実施形態に係る情報入力装置１における連結部２１，２２について説明
すると、この連結部２１，２２は二枚の板状入力部材１１，１２を相対的に摺動可能なよ
うに把持部３０に連結するものであるが、この連結部２１，２２は、把持部３０の端部か
ら側方に延びるように設けられ、屈曲性又は弾性を有すると共に二枚の板状入力部材１１
，１２を分離不能に保持するように構成されている。
【００３４】
　これによって、自由に或いは所望の規制を受けた状態で二枚の板状入力部材１１，１２
を相対的に摺動させることが出来ると共に、板状入力部材１１，１２を挟持する二本の指
を離した場合にも二枚の板状入力部材１１，１２は分離しないので、二本の指を板状入力
部材１１，１２から離した後にも即座に入力操作に復帰することができ、高い操作性を得
ることができる。
【００３５】
　また、連結部２１，２２は、把持部３０を片手で把持した状態で、二枚の板状入力部材
１１，１２を二本の指で挟持可能な位置に保持するように構成することができる。これに
よると、把持部３０の片手での把持と板状入力部材１１，１２の二本の指での挟持を自然
な片手の握り状態で実現でき、操作が楽である。また、把持部３０を握った状態で板状入
力部材１１，１２を挟持する二本の指を離した後にも、前述したように即座に入力操作に
復帰することができ、また、その二本の指で操作し易い位置にモード切替スイッチ３１が
設けられているので、入力操作及びモード切替操作において、共に高い操作性を得ること
ができる。
【００３６】
　次に、本発明の実施形態における特定方向の摺動を規制し、モードを切替える方法につ
いて述べる。このように特定方向に摺動規制する方法は、例えば電気的に摺動規制する方
法と機械的に摺動規制する方法等があり、以下、図６（電気的規制）と図７（機械的規制
）を用いて順次説明する。これらは、特定方向に摺動規制する一例を示したものであり、
本発明は以下の２つの方法だけに限定されるものではない。
【００３７】
　図６に示す電気制御回路は、特定の一方向であるＸ方向への摺動信号を発信するＸ方向
位置センサーＳｘと、それと直交するＹ方向への摺動信号を発信するＹ方向位置センサー
Ｓｙに加え、モード切替スイッチ３１からの信号を受けて制御信号を送る動作モード判定
回路Ｈを備える。２つのＡＮＤ回路Ｋ１、ＡＮＤ回路Ｋ２は、Ｘ方向位置センサーＳｘ、
Ｙ方向位置センサーＳｙ、及び動作モード判定回路Ｈから発信された信号を受けて、論理
積の演算を行いＸＹ相対位置センサーＳｘｙへと演算結果の信号を出力する。ＸＹ相対位
置センサーＳｘｙは、これらの受けた信号によりＸ、Ｙ方向のいずれか一方向又は両方向
への摺動規制信号（摺動許可信号）を発信する。
【００３８】
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　たとえば、図３（ｂ）と同様に一方向（Ｘ方向）のみの摺動規制の例を示す。モード切
替スイッチ３１よりＸ方向のみの摺動許可を受けた動作モード判定回路Ｈは、出力ｈ１（
ＡＮＤ回路Ｋ１と接続）からは「０」（摺動規制）を出力し、出力ｈ２（ＡＮＤ回路Ｋ２
と接続）から「１」（摺動許可）を出力する。Ｘ方向位置センサーＳｘとＹ方向位置セン
サーＳｙは、ＡＮＤ回路Ｋ１、ＡＮＤ回路Ｋ２に対し常に「１」（摺動許可）を出力する
。ＡＮＤ回路Ｋ１は動作モード判定回路Ｈの出力ｈ１からの「０」とＹ方向位置センサー
Ｓｙから出力された「１」を受けて論理積により「０」（摺動規制）を出力する。また、
ＡＮＤ回路Ｋ２は動作モード判定回路Ｈの出力ｈ２からの「１」とＸ方向位置センサーＳ
ｘから出力された「１」を受けて論理積により「１」（摺動許可）を出力する。
【００３９】
　これにより、ＸＹ相対位置センサーＳｘｙは入力ｓ１（ＡＮＤ回路Ｋ１と接続）から「
０」（摺動規制）を受けてＹ方向への摺動を規制する信号を出力し、入力ｓ２（ＡＮＤ回
路Ｋ２と接続）から「１」（摺動許可）を受けてＸ方向への摺動を許可する信号を出力す
る。例えば、これらの信号を受けた連結部２１、２２は摺動規制され、特定方向以外の方
向（Ｙ方向）への摺動を行えないように規制され、結果特定方向（Ｘ方向）への摺動のみ
が可能となる。
【００４０】
　したがって、これらによるとＸ方向位置センサーＳｘ、Ｙ方向位置センサーＳｙ、及び
動作モード判定回路Ｈから発信された信号を受けたＡＮＤ回路Ｋ１、Ｋ２が演算を行い、
ＸＹ相対位置センサーＳｘｙに信号を発信することで、このＸＹ相対位置センサーＳｘｙ
は制御信号（摺動規制、摺動許可）を連結部２１、２２等へ発信することで特定方向以外
への摺動を電気的に規制し、モード切替えを行う。
【００４１】
　続いて、図７は特定方向のみの摺動規制を機械的に行うことを説明する図である。同図
（ａ）は、摺動規制されていない時（通常の摺動時）の連結部２１、２２と把持部３０の
連結箇所を示す拡大図である。この場合連結部２１、２２は板状入力部材１１，１２の把
持部３０に近接離間する一方向（図中のＸ方向）への摺動と、それと直角方向（図中のＹ
方向）への摺動が可能である。ここで、連結部２１、２２と把持部３０が接続する箇所に
領域Ａ、開口部Ｋを設ける。
【００４２】
　領域Ａは、連結部のＹ方向規制を行うために連結部端部のＹ方向の両端に配置され、摺
動規制時にはストッパーＳＰ１が領域Ａの把持部３０内部から上昇して現れ、連結部を両
端から固定することで、連結部がＹ方向へ移動することを規制する。ストッパーＳＰ１は
、連結部がＹ方向へ移動することを防ぐためであればその形状等に特に制限はない。また
、通常の摺動時にはストッパーＳＰ１は領域Ａ内の把持部３０内部にあるため、連結部が
Ｙ方向へ移動することを妨げない。
【００４３】
　開口部Ｋは、連結部２１、２２のＸ方向規制を行うために連結部自体に形成された開口
で、摺動規制時にはストッパーＳＰ２が開口部Ｋ内の把持部３０内部から上昇して現れ、
開口部Ｋ内の全部又は一部を満たすることで連結部を固定し、連結部がＸ方向へ移動する
ことを規制する。ストッパーＳＰ２は、連結部がＸ方向へ移動することを防ぐためであれ
ばその形状等に特に制限はない。また、通常の摺動時にはストッパーＳＰ２は開口部Ｋ内
の把持部３０内部にあるため、連結部がＸ方向へ移動することを妨げない。
【００４４】
　同図（ｂ）は、摺動規制された場合を説明する拡大図である。この場合、領域Ａ、開口
部ＫにストッパーＳＰ１、ＳＰ２が上昇して現れて、連結部２１、２２を固定してＸ、Ｙ
のいずれかの方向、又は両方向への移動を規制する。ちなみに同図（ｂ）は、Ｘ、Ｙ両方
向への移動を同時に規制した場合（ストッパーＳＰ１、ＳＰ２が共に現れた場合）を示し
ている。
【００４５】
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　したがって、連結部２１、２２を固定するストッパーＳＰ１、ＳＰ２を設けることで機
械的に連結部２１、２２を摺動規制し、モード切替えを行う。
【００４６】
　以下に、前述した板状入力部材１１，１２の相対位置又は相対移動等に応じて入力情報
を形成する情報形成部の例を示す。
【００４７】
　まず、情報形成部として、板状入力部材１１，１２の相対位置変位検出手段（センサ）
を挙げることができる。本発明の実施形態に係る情報入力装置１は、ＧＵＩの入力装置と
して高いポインティング（位置情報の入力）性能を得るためには、できれば現在普及して
いる表示装置の分解能程度（約千ドット）の精度をもって位置情報が入力できることが望
ましい。一方、本発明の実施形態に係る情報入力装置１は、指と指の相対位置変位を利用
するものでその変位の範囲は大きくない（操作性を考慮しても大きくないことが望ましい
）ので、板状入力部材１１，１２の相対位置変位の分解能が１０ミクロン以下になること
が考えられる。
【００４８】
　このような微細な二枚の板状入力部材１１，１２の相対位置変位を検出する方法の一つ
として、図８にモアレ縞を用いた相対位置変位検出の実施例を示す。よく知られているよ
うに、モアレ縞は元来絹織物など細かな網目の重なりによって生じる波紋状の模様をいう
が、この現象を利用すると微細な位置変位がそれよりもはるかに大きな波紋状のスケール
の変化として現れるので、微小な位置変位の検出が必要な本発明の実施形態に有効である
。
【００４９】
　本実施例の相対位置変位検出器の構成は、光を透過する部分と光を遮断する部分が交互
に縦縞状になった二枚のフィルム様のシートが、位置変位の検出対象である上下の板状入
力部材１１，１２の摺動面１１ａ，１２ａにそれぞれ配置され、それらを挟んで発光素子
（ＬＥＤ）、受光素子（ＰＤ）がそれぞれ上下の板状入力部材１１，１２の中に配置され
ている（図８（ｄ）参照。図では光の透過部分を白、遮断する部分を黒で表している。）
。各シートにおいて、縞の透過部分と遮断部分の幅は同一であり、上側シートの縞（上縞
）の幅をｄｕ，下側のシートの幅（下幅）の幅をｄｌとする。
【００５０】
　次に本実施例の動作を説明すると、二枚の重なった縦縞のシート（その縞の幅は上下の
シートでわずかに違う）を上から見た状態が図８（ａ）～（ｃ）である（理解しやすくす
るため下のシートの縦幅を小さく描いている。但し、モアレの現象を視覚的に示す図のた
め、図８（ｄ）との位置関係は一致していない。）。図８（ａ）の状態から上のシートが
左方向に縞幅分だけ変位していくと（相対的には下のシートが右方向に移動するのと同じ
）、重なりによるモアレ縞は（ｂ），（ｃ）のように変化し、例えばこのとき一番左側の
受光素子（ＰＤ）に注目すると、光の透過状態（ａ）から半透過状態（ｂ）を経て、遮断
状態（ｃ）になる。すなわち受光素子ＰＤの出力電流は最大のＯＮ状態から徐々に減少し
電流が流れないＯＦＦ状態に変化する。さらにシートが左に縞幅分だけ動くと、今度は出
力電流がＯＦＦ状態からからＯＮ状態に変化する。
【００５１】
　したがってこの電流の変化（ＯＮ→ＯＦＦ、ＯＦＦ→ＯＮ）の数ｎをカウントすると、
変位距離が、（シートの縞幅）×（電流の変化の数ｎ）によって算出できる。縞幅が例え
ば１０ミクロンであればこの１０ミクロンの単位（精度）で位置変位量が検出できること
になる。
【００５２】
　この位置変位量と共に、さらに左右の移動方向を検出するため、図８（ｄ）に示すよう
に三組の発光素子（ＬＥＤ）と受光素子（ＰＤ）を設ける。中央のＰＤの状態（ＯＮ状態
／ＯＦＦ状態）とその変化する前の左右のＰＤのＯＮ／ＯＦＦ状態と比較し、同じ状態を
持っていたＰＤがどちら側のＰＤであるかによって左右の移動方向を検出する。ちなみに
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モアレ縞の間隔Ｌは、上下の縞の幅をそれぞれｄｕ，ｄｌとすると、その縞幅の差に反比
例しており、Ｌ＝ｄｕｄｌ／│ｄｕ－ｄｌ│で表され、上述の三個の受光素子と発光素子
は、この半分の間隔Ｌ／２を隔てて配置される。
【００５３】
　以上は一つの方向（Ｘ軸とする）に関する検出について述べたが、同様にこれと直角方
向（Ｙ軸とする）の移動も上述した三組の発光、受光素子をＹ軸方向に配置することによ
って可能である。
【００５４】
　以上、モアレ縞を利用した相対位置変位を検出する方法を説明したが、相対位置変位を
検出できる方法であればこれに限られない。例えば抵抗薄膜センサやマグネスケールなど
も分解能があり、しかも薄いシート状で実現できるのでこの相対位置変位検出手段に適用
することができる。
【００５５】
　次に、情報形成部として圧力検出手段（センサ）を備えた例について図９を参照しなが
ら説明する。図９（ａ）に示す圧力検出手段（センサ）１３は、ここでは上側の板状入力
部材１１に一つ配置されている実施例を示すが、例えば下側の板状入力部材１２に配置す
ることも可能であり、また、その両方に、或いはそれぞれに複数個配置することも可能で
ある。さらにクリック感を得るためにばね構造を設けてもよい。
【００５６】
　この圧力センサ１３は、一つにはマウスのいわゆるクリックに相当する機能（そのカー
ソル位置での入力指示機能）を果たすことができるものである。この動作は、短時間に摺
動動作時の指圧よりも高い圧力をかけることで行うことができる。
【００５７】
　また、圧力センサ１３には、図９（ｂ）に示すように例えば圧電センサを使用した場合
には、指で押された圧力に応じたアナログ電圧信号を、無操作時、摺動時、クリック時の
３つの圧力状態に弁別して検出する機能を付与することができる。これは、クリック機能
に加えて、操作（摺動）時のみ前述の相対位置検出手段からの信号を外部に送る機能を持
たせるためのものであり、そのために、指を板状入力部材１１に載せて摺動するときの圧
力と無操作時の圧力とを区別し、無操作時の圧力では前述の相対位置検出手段からの信号
を止めるという機能を付加している。
【００５８】
　そのための回路例を図９（ｃ）に示す。抵抗Ｒ１，Ｒ２と二つのコンパレーターからな
り、抵抗Ｒ１，Ｒ２の調整で無操作状態と摺動操作状態の圧力識別、摺動操作状態とクリ
ック状態の圧力識別の最適化を図ることができる。そして最終的に２つの出力のＯＮ，Ｏ
ＦＦの組み合わせで３状態が識別され、上述したクリック検出、相対位置変位検出信号の
送出の制御等に使うことができる。もちろん、このような回路を用いず、例えば圧力セン
サの出力電圧をＡＤ変換してから、デジタル的に三圧力状態を識別することもできる。
【００５９】
　上述した相対位置変位検出手段と圧力検出手段によって、マウスの機能で云えば位置情
報入力機能とクリック機能を備えることができるが、次に説明する傾きセンサの採用によ
って、マウスの左右クリック識別機能を持たせることができる。
【００６０】
　図１0及び図１1は、板の特定方向への傾きを検知する傾き検知手段（センサ）を板状入
力部材１１（１２）が備えた実施例を示したものである。傾きセンサとしてこの例では、
球１４とスイッチ１５を使ったものを示しているが、このスイッチ１５としては近接スイ
ッチ，光スイッチ，接触スイッチ等を使うことができる。このセンサを備えることにより
、例えば手で保持する左右の傾きを検出し、その傾き信号と、前述の圧力センサで検出し
たそのときのクリック信号を組み合わせることにより、二つボタンマウスのいわゆる左ク
リックあるいは右クリックに対応した入力が可能になる。
【００６１】
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　図１１は、その際の入力動作を示したものであるが、同図（ａ）に示すように、板状入
力部材１１，１２を右に傾けながらクリック動作（短時間、摺動時より強い圧力を加える
）を行って右クリックを実行し、同図（ｂ）に示すように、板状入力部材１１，１２を左
に傾けながらクリック動作を行って左クリックを実行する。
【００６２】
　もちろん、２つの圧力検出センサを例えば板状入力部材１１の左右に２個分けて配置し
、指圧の左右のセンサでの違いを検出することによっても左右クリックの検出は可能であ
る。また、複数の圧力センサ又は分割された複数の検出部を有する大面積の圧力センサを
採用すると共に、圧力状態を連続的に検出できるようにして、二次元的なカーソルの移動
を検出部の選択と押圧力とによって制御するような実施例も可能である。
【００６３】
　次に１次元的に動く可動部材を備えた実施例の一つとして、板状入力部材１１（１２）
の周りに回動可能な回動リング１６を備えた例を図１２に示す。回動リング１６はこの板
状入力部材１１（１２）の周りを回動できる構造になっており、この回動リング１６と板
状入力部材１１（１２）との間にその相対位置変位を検出する１次元変位センサ１７を配
置する。これにより回動リング１６の回転変位が検知され回転変位に応じた信号が出力さ
れる。すなわち、この回動リング１６の位置を調整することで、それに応じた信号が外部
に送出されるので、例えば対象機器の音量調整やマウスのセンターローラの役割を持たせ
ることができる。
【００６４】
　図１３は，以上述べてきた各種センサ（Ｓ１～Ｓ４）からの検出信号が信号形態変換器
（エンコーダＩＣ）１８で統合され、また情報入力対象機器の信号形態（例えばＵＳＢ信
号など）に適合した信号出力になるよう変換されて、外部に送信されるようすを示したブ
ロック図である。
【００６５】
　以上、本願の実施形態に係る情報入力装置では、情報形成部の形態は前述の例に限らず
各種の形態を採用することが可能である。本発明の実施形態の特徴は、このような情報形
成部の形態に拘わらず、片手の指先又は指の一部で挟持して相対的に摺動可能な二枚の板
状入力部材１１，１２と、片手の他の指を用いて把持される把持部３０と、二枚の板状入
力部材１１，１２を把持部３０に連結する連結部２１，２２とを備え、少なくともこの板
状入力部材１１，１２の相対位置又は相対移動に応じて入力情報を形成することにある。
これによって、本発明の実施形態では、可搬性を持たせることで操作自由度を向上させる
ことができると共に、人間の指がもつ鋭敏な感覚、優れた分解能を利用し、微細な位置入
力が可能であり、また、多種類の情報入力を単純な入力部の操作で入力することが可能に
なる。
【００６６】
　なお、情報形成部の駆動源は、例えば、板状入力部材１１，１２の一方又は両方に電池
（太陽電池を含む）等のエネルギ源を設置することで装備してもよいし、或いは把持部３
０にエネルギ源を装備して、導電性を有するか或いは配線を内蔵した連結部２１，２２を
介して情報形成部を駆動するようにしてもよい。
【００６７】
　把持部（グリップ）３０について説明すると、その形態は図２に示すように手のひらに
納まる程度の長さを有する棒状の部材で構成され、必要に応じて握り部（指の形状に対応
した凹凸部）３０ａが形成されたものを採用することができる。そして、その一端側に連
結部２１，２２を配備すると、図２（ｂ）に示すように把持部３０を片手で握った状態で
、二本の指（例えば、親指と人差し指）で板状入力部１１，１２を操作することができる
。
【００６８】
　このように把持部３０を設けることで、前述したように、その内部に電池などのエネル
ギ源、電気回路、例えば情報入力対象機器への信号送出のための電波又は光による無線送



(12) JP 4366246 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

信器等を収納できる。或いは、把持部３０を握ることによって板状入力部材１１，１２を
特定の姿勢に保持することができるので、板状入力部材１１，１２の動きの方向を認識し
やすく、また操作の安定性が高くなる利点が得られる。
【００６９】
　また、図１４に示すように把持部３０に各種の付属部品を装備させることができる。図
示の例では、把持部３０に小型ディスプレイ装置４０を装着した例を示している。ここで
は、ディスプレイ装置４０に信号送信部４１を設け、また補助表示装置４０Ａ，４０Ｂを
装備して、接続部４０ａを介して把持部３０の先端部分に着脱可能な構造にしている。こ
のようなディスプレイ装置４０を備えたものでは、例えばＧＵＩの操作をする際にも手元
だけに集中して操作を行うことが可能になり、操作性及び操作精度が高まる等のメリット
が生じる。また、エアコン等の装置本体自身に表示装置を持たない機器に対して情報を入
力する場合にも、このディスプレイ装置４０に表示した操作メニューを見ながら情報を入
力するといった活用も可能である。更には、テレビや映像記録再生装置のコントローラと
して用いる場合に、本体画面に操作メニューを出さないで番組選択や録画設定等ができ、
見ている番組の邪魔をしないで情報入力を行うことができるという活用も可能である。こ
のように、把持部３０の端部に付属部品を装備した場合には、例えば、図示のように把持
部３０の上側部にモード切替スイッチ３１を設けることができる。図示の例では、ダイヤ
ル式のスイッチであり、親指を利用して図示矢印方向にダイヤルを回動させることで、前
述したモードの切替操作を行うものである。
【００７０】
　以上説明した本発明の実施形態に係る情報入力装置によると、可搬性を持たせることで
操作自由度を向上させると共に、高い操作分解能を有する情報入力装置を提供することが
できる。また特に、ＧＵＩの入力装置として用いる場合に、高精細又は広い表示画面に対
応して微細な位置入力が可能な情報入力装置を提供できることができる。更には、その他
の入力装置として、多種類の情報を単純な操作で入力することが可能になる。
【００７１】
　更なる効果としては、操作分解能の高い微妙な指と指との相対移動を充分な位置感度を
持つセンサで感知することで、大きな動きと小さな動きをスムーズに情報に変換して出力
させることができる。また、指先による動作と手先による動作を合わせた数種類の動作に
対応した検知能力を持たせることができるので、持ち替えることなく多くの種類の情報を
入力させることが可能になる。
【００７２】
　更には、把持部３０を有することで安定した操作が得られ、また手で把持部３０を持っ
て板状入力部材１１，１２を指と指との相対移動で操作するものであるから、位置的な確
認を目視確認することなく感覚的に得ることができる。したがって、例えばＧＵＩの入力
のような場合には、手元への視点移動を無くすことができるので操作性を著しく向上させ
ることができる。
【００７３】
　また、把持部３０において、板状入力部材１１，１２の操作する二本の指の一方又は両
方で操作可能な位置に、前記入力情報のモードを切り替える切替操作手段を設けたので、
各モードを板状入力部材の相対移動のうち特定方向の相対移動によって形成される入力情
報の各方向に応じたモードにすることで、高い分解能を確保しながら方向性のある位置入
力を精度良く行うことができる。更には、入力情報における機能の種類や複数の対象機器
に対する情報入力を行うためのモード切替操作を、良好な操作性で且つ誤入力無く操作す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】従来技術の説明図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る情報入力装置を示す説明図である（同図（ａ）は全体
構成図、同図（ｂ）は操作状態を示す説明図、同図（ｃ）は板状入力部材の断面図）。
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【図３】本発明の他の実施形態に係る情報入力装置の切替操作手段を説明する説明図であ
る。
【図４】本発明の他の実施形態に係る情報入力装置の切替操作手段を説明する説明図であ
る。
【図５】本発明の他の実施形態に係る情報入力装置の切替操作手段を説明する説明図であ
る。
【図６】本発明の他の実施形態に係る情報入力装置の電気的規制を説明する説明図である
。
【図７】本発明の他の実施形態に係る情報入力装置の機械的規制を説明する説明図である
。
【図８】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（モアレ縞を用いた相対位置変位検出の
実施例）を示す説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（圧力検出手段の実施例）を示す説明図
である。
【図１０】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（傾き検出手段の実施例）を示す説明
図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（傾き検出手段の実施例）を示す説明
図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（回動リングを用いた実施例）を示す
説明図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る情報形成部の例（各種センサを用いた応用例）を示す
説明図である。
【図１４】把持部に各種の付属部品を装備させた実施例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　情報入力装置
　１１，１２　　板状入力部材
　１１ａ，１２ａ　　摺接面
　１１ｂ，１２ｂ　　当接面
　１３　　圧力センサ
　１４　　球
　１５　　スイッチ
　１６　　回動リング
　１７　　変位センサ
　１８　　信号形態変換器
　２１，２２　　連結部
　３０　　把持部
　３１，３２　　モード切替スイッチ（切替操作手段）
　４０　　ディスプレイ
　４０Ａ，４０Ｂ　　補助表示装置
　４１　　信号送信部
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